熱損失防止（省エネ）改修に伴う固定資産税の減額申告書

令和　　年　　月　　日

東　広　島　市　長　　様

現行の省エネ基準に適合した改修工事を次のとおり実施したので、東広島市税条例附則第１０条の３第９項に基づき申告します。
　　　申告者
　　　　　　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　電話番号　（　　　　）　　　　　　　　　　　　　

             　　　　 　[image: image1.emf]
	納税義務者


	住　所
	

	
	氏　名
	

	家屋の所在
	東広島市

	家屋番号
	

	家屋の種類（用途）
	

	家屋の構造
	

	延床面積
	　　　　　　　㎡
	住宅部分の面積
	　　　　　　㎡

	家屋の建築年月日
	年 　月　　日
	登記年月日
	年  月   日

	改修工事完了年月日
	平成・令和　　　年　　　月　　　日

	改修工事に要した費用
	　　　　　　　　　　　　　円

	改修工事後３か月以内に申告書を提出できなかった理由
	


添付書類　①地方税法施行規則附則第７条第１０項第２号の規定に基づく証明書

　　　　　②断熱改修工事の費用が６０万円超であること、又は断熱改修工事が５０万円超であり、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事の費用と合わせて６０万円超であることを確認できる書類
例）改修工事の領収書及び見積書又は明細書等
　　　　　③補助金等の交付を受けている場合は、当該補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類
個人番号又は法人番号(右詰め)








